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１．はじめに

平成 29年 9月に日本医療研究開発機構が「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査」
の中間報告を行った（研究代表者：松下幸生）。これは、全国 300 地点、無作為抽出法に
より抽出した調査対象者 10,000名（有効回答数 4,685名）に行われた大規模な調査である。
その結果「生涯において、ギャンブル等依存症が疑われる者」の割合は全体の 3.6%（推
計 320万人）であった。カジノが盛んなアメリカ、イタリア、フランス、ドイツでそれぞ
れ 1.9 ％、0.4％、1.2%、0.2 ％で、日本の数値は異常なほど高い。また、過去 1年に限定
した場合は、0.8％（約 70万人）となるが、それでも高い。
そのような状況で、平成 30 年 2 月 22 日・23 日に「第２回ギャンブル依存研修」(於久
里浜医療センター)が開催された。講師は、「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査」

の研究代表者である松下幸生をはじめ、厚生労働省の溝口晃壮、司法書士の稲村厚など、

現在、各分野でギャンブル依存症対策に対応されている方々である（資料１）。研修の内

容は、現在のギャンブル依存症対策の現状を知ることができるものであるため、ここで要

約して報告する。

２．政府の対策

ギャンブル依存は、近年まで個人の道徳的観念の欠如や意思の弱さが原因であると考え

られてきたが、医学上の側面が解明され、医学的治療や福祉的支援がギャンブル依存に効

果的であることが多数報告されるようになった。それにあわせて行政も対策を取るように

なった。溝口晃壮（厚生労働省）は、国や厚労省などの行政がギャンブル等依存症にどの

ような対策を講じているかを報告した。まず、世間に対して「依存症は病気である」とい

う理解へ導く必要があるとして、依存症の 4つの問題点(「健康の問題」「家族の問題」「対
人関係の悪化」「生活の問題」)を指摘した。国の取り組みとして内閣官房長官主宰によ

る「第１回ギャンブル依存症対策推進関係閣僚会議」(Ｈ 28年 12月)が開催された。Ｈ 29
年 8月に第３回会議が行われ、ＩＲ実施法案の検討を進めている状況である。厚労省では、
依存症対策推進に係わるＨ 30年度予算に 6.1億円(Ｈ 29年度は 5.3億円)が認められ、「ギ
ャンブル依存症の実態調査」「相談支援・医療提供体制」の充実などを行っている(表１)。

これまでも様々な問題が指摘されてきたギャンブル依存について、行政が「病気」と認識

し、明確な対策を講じ始めた意義は大きい。



- 20 -

表1 厚労省関係の取り組み(溝口2018*１)

３．医療関係者の対策

松下幸生（久里浜医療センター）は、ギャンブル依存(障害)の概説として主に海外の研

究を紹介した。ギャンブル依存症の精神科合併症率は非ギャンブル依存と比較すると高く

(NESARC 調査による)、アルコール乱用６倍、躁病８倍、人格障害８倍で発症している
(Hodging DC, et al 2011)。そして、精神科合併症のあるギャンブル依存で、23.5％はギャ
ンブル依存が先行し、残り 74.3 ％は精神科合併症に引き続きギャンブル依存が生じる
(Kassler Rc, et al 2008)。病的賭博の遺伝子率は 50～ 60％で(Slutske WS, et al 2010)、環
境因子がギャンブル障害の形成に関与する割合は 38～ 65％で、環境因子はギャンブル開
始に関与し、遺伝子因子は嗜癖形成(コントロール喪失など)に関与する(Rash C, et al
2016)。そもそもギャンブルには、報酬効果(快楽などの報酬)があるため繰り返される。
現在最も依存性が高いとされる電子ゲーム機(EGM)などは、ニアミス効果(負けていても、
勝った時のような腹側線条体や島皮皮質を活性化させ、ギャンブルを続けたいと思わせる

効果があり、ギャンブルをコントロールできるかのような“制御妄想”を形成する）、勝

ちの錯覚(画像や音響によって、負けているにもかかわらず、勝ったかのような感覚を抱

かせることによって認識の歪みをもたらす)などの要素によって依存性が高められる

(Yücel M, et al 2017)。
橋本望(岡山県精神科医療センター)は、自身が勤務した英国国立ギャンブルクリニック

と岡山県精神科医療センターの状況を報告した。英国では、問題化したギャンブルはブッ

クメーカー(58.2％)や固定オッズ発売端末(55.8％)などであるが、日本ではほとんどがパ
チンコ・パチスロ(91.9％)である(表２)。表３は英国国立ギャンブルクリニックでの紹介
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患者数の推移であるが、急激に増加している現状が伺える。この背景には The Gambling
Act of 2005*２の施行がある。これにより、ギャンブル産業への規制緩和が行われ、ギャン
ブルの CMなどは 2005年に比べて 2011年では６倍になった。このような状況で、英国国
立ギャンブルクリニックでは紹介受理からアセスメントまで約２～３ヶ月の待機時間がか

かり、さらにアセスメントから治療開始まで、個人 CBTで平均 53.8日、集団 CBTで 90.9
日の待機時間がかかる現状が報告された。

表２ ギャンブル障害患者比較(橋本2018) 表３ 紹介患者数の推移(橋本2018)

田辺等(北星学院大学)は、北海道立精神保健福祉センターでの対応および集団療法の有

効性について報告した。北海道立精神保健福祉センターでは、ギャンブル障害に関して個

別面接およびグループセラピーを行っているが、その臨床経験をまとめると次の事が言え

るとした。

１）本質はギャンブルへの強烈な精神依存(＝行動嗜癖)：他の依存同様に、対象への脅迫

的とらわれ、渇望、使用した際の量的制限困難、心理社会的条体の進行性の悪化(虚言、

別居、離婚、解雇、破産、失踪、犯罪、自殺）などが見られる。

２）特に高率の自殺傾向

３）種目は欧米にないパチンコ・パチスロが断然多い

４）４０代を中心に２０代～６０代に広く分布、男女比は４～６対１

５）Major groupは併存患者がない。“単純依存型”
Sub,group は①うつ病生涯併存(うつ病先行型、債務ストレスの２次うつ併存型)②クロ
スアディクション③発達障害、統合失調症の併存④パーキンソン病薬物療法中発症

６）物質の依存症に有効な心理療法(認知行動療法、内観療法、集団療法、心理教育)が効

果がある。

７）GAや治療 Gに所属(ホームグループ化)で長期安定
当事者同士の自助グループの効果に関しては AA(Alcoholics Anonymous)の実績があり、

グループセラピー(集団精神療法および自助グループミーティング)は、①再使用の渇望へ

の心的拮抗力の獲得、②人間的成長による嗜癖／依存対象を持つニーズの減衰の要素を持

つ。具体的には「自分が他のメンバーと同じ(体験)とわかる」「自分が他のメンバーに受

け入れられる」「自分が他の人を支え、他の人の役に立つ」「他の人から、どう見られて
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いるかフィードバックされる」等の体験を得ることができる。田辺の意見は田辺(2002)、
田辺(2016)などにまとめられている。

蒲生祐司(こころのホスピタル町田)は、強化子(Reinforcer)・嫌子(Aversive condition)な
どの行動学的な視点から、ギャンブル依存のメカニズムを解説した。「多くの依存障害者、

病的ギャンブラーは『始めは楽しかったが、最後は苦しみから逃れるためにやった』と語

る」とのことで、始めは勝つことで強化子が出現し、ストレスや苦しみから逃れるために

嫌子消失が強化されていくと考えられるとした。そして、日本のギャンブル依存のほとん

どがパチンコ・パチスロ依存であるが、その原因はパチンコ・パチスロの行動コストが低

いためであると説明した。

高橋英彦(京都大学)は、脳画像と薬物治療法の可能性について報告した。ギャンブル障

害とドーパミン放出の関係(Boileau I, et al 2013)、脳活動(fMRI)研究から見たギャンブル
障害と物質依存症との共通点(Crockford D, et al 2005他)、ギャンブル障害における報酬予
測時の脳活動(fMRI)研究(Sescousee G, et al 2013)などの研究を紹介し、次のように結論づ
けた。

１．物質使用障害、ギャンブル障害とも脳画像研究において一貫した結果が示されてい

るわけではない(仮説、方法、薬物の影響、サブタイプの違い)

２．それでも、前頭葉や線条体の機能以上など共通な面も見いだされており、その結果、

ＤＭ-５でギャンブル障害は行動嗜癖として分類された。
３．インターネット(ゲーム)障害(依存)もギャンブル障害に次いで、脳画像など神経生

物学研究が進んでおり、今後、行動嗜癖のカテゴリーに組み込まれる可能性はある。

４．意思決定パターンなどの認知中間表現型に着目したサブタイプごとの神経生物学的

研究の有用性が示唆された。

佐藤拓(成瀨メンタルクリニック)は、ギャンブル依存症の当事者および家族に対する対

して、以下が必要であるとした。

①ギャンブル障害対応の基本的考え方

１．身体的問題の除外(と対応)：低血圧(パニック発作と誤解？)、逆流性食道炎、非

びらん性胃食道逆流症(NERD)、睡眠時無呼吸症候群(うつ病と誤診)等の身体的で
見逃されやすい問題の確認

２．心理社会的不安要素の軽減：職場トラブルの対応、家族トラブルへの対応、金銭

トラブルへの対応、必要に応じた社会福祉的サービスの導入

３．精神科治療：ギャンブル問題を軽減するための代替案の提示(アルバイトの実施、

スポーツ、釣りなど)、心理検査等の実施により自らの得意・不得意の把握(WAIS-
Ⅲの実施)、相互援助グループ・リハビリ施設・相談室等への結びつけ、各種治療

導入

②説明への受診者(および同伴者)の反応評価：賛同の有無でなく、聞き手(受診者・家

族)の考えを深めることが主目的。説明者の考えを押しつけるのでなく、自らの考え

を深める作業の後押しに切り替える。
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古野悟志(久里浜医療センター)は、ギャン

ブル障害における認知行動療法(Cognitive
Behavioral Therapy：ＣＢＴ)の研究を概説し
た。また、久里浜医療センターで行われた調

査データ(表４)の報告および、久里浜医療セ

ンターにおけるＣＴＢによる治療的介入プロ

グラムの内容を報告した(表５)。

表４ 基礎データ(古野2018)

表５ 病的ギャンブリングの治療介入プログラム(古野2018)

岡田瞳(久里浜医療センター)から、ギャンブル障害に特徴的な心理傾向、および久里浜

医療センターで実施している心理検査に関する報告があった。特に心的傾向と自死につい

て、海外では、問題ギャンブラーの 12～ 24％が自殺企画歴を有していると推測されるこ
と（Raylu N. Oei T 2002)、国内ではギャンブル障害の患者のうち、62.1％が自殺念慮、40.5
％が自殺企画を有しているとする調査報告(H20 年度厚労省調査)を引用し、ギャンブル障
害は自殺の合併が多いことを指摘した。心理検査は表６の流れで行われており、その結果、

抑うつ傾向が認められたことから、抑うつ傾向を和らげるためのギャンブル行動ではない

かと説明した(サンプルは表４と同)。また、パーソナリティの特徴として、自尊心が低く、

衝動性が高い傾向が見られたが、セッションを経て自尊心の回復が見られたとのことであ

る。
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表６ 久里浜医療センターにおけるクリニカルパス(岡田2018)

松崎尊信(久里浜医療センター)は、ギャンブル問題の評価(表７)、ギャンブル障害の診

断(表８)、久里浜医療センターにおける治療および調査結果などについて報告した(サン

プルは表４と同)。

表７ ギャンブル問題の評価 表８ ギャンブル障害の診断

久里浜医療センターによる調査では、ギャンブル問題化年齢(平均)が 27.4 歳、借金総
額(平均)が 570.4万円で(表 11)、対象となったギャンブルはパチンコ・パチスロが全体の
90.3 ％(表 12)となった。パチンコ・パチスロに関する数値は岡山県精神科医療センター
(表２)の報告とほぼ一致し、パチンコ・パチスロが元凶といわれる理由がここにある。

表11 ギャンブル問題化年齢等(松崎2018) 表10 ギャンブル種類(松崎2018)
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ギャンブル障害は、様々な問題を引き起こす要因となり、警察沙汰となるケース(表９)、

希死念慮・自殺念慮につながるケースも多い(表 10)。

表９ 警察沙汰の割合(松崎2018) 表10 希死念慮・自殺念慮の有無(松崎2018)

吉田精次(藍里病院)は、ギャンブル障害における家族支援の方法について報告した。吉

田は、「家族相談が始まれば、本人の治療が始まる」「家族の対応が今後の展開を決める」

「家族に有効な支援を提供することが実務」と、家族支援の重要性について説いた。ギャ

ンブル依存の三大症状は「嘘」「借金」「施行の歪み」で、家族が尻拭い(肩代わり)すれ

ばするほど、症状が悪化する。家族としては、「これまでの対応を責めない」「『治癒はし

ないが、回復はある』ことを理解する」「金銭は援助しないが、治療は協力する」「家族

相談を続ける」等が必要で、当事者は、借金のすべてを明らかにすることが回復の絶対条

件であるとした。また、医師等に相談する場合、ギャンブル依存症の治療経験があること

を確認することが必要であることを強調した。

表11 ギャンブルでの借金を家族が肩代わりをした合計金額

H27年度厚労科研「病的ギャンブリングの実態調査と回復支援のための研究」(代表宮崎等)

４．法律家の対策

稲村厚(稲村厚司法書士事務所)は、ギャンブル障害で生じる最も重大な問題のひとつで

ある借金問題への適切な対処法について解説した。稲村は、借金はそれ自体で独立したも
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のでなく、もとになる生活が安定してから借金問題の解決方法が決まるとして、生活全般

の環境調整を支援する必要があるという。債務整理方針を法律家が早期に決定しないこと

が必要で、支援パターンにおいても、債務相談はすぐに受任しないで施設入所を勧め、施

設退所自立後に債務整理を受任し、３～６ヶ月生活の組み立てを行う。その間、精神科受

診を勧め、家族支援を行う。債務整理は、ライフプランに合った返済案を提案する。また

返済原資を預かることによって、間接的に家計支援も行う。このように、借金問題がある

ギャンブル障害は医療関係者と法律家が連携する必要があるとした。

表12 本人と家族の悪循環と介入の時期(稲村2018)

５．おわりに

研修では、上記の報告の他、田上啓子(NPO 法人ヌジュミ)から「回復者の体験談」、佐
藤しのぶ(ノンファミリーカウンセリングルーム)から「家族の体験談」が報告され、当事

者および家族の生の声を聞くことができた。

今回の研修は、医療関係者の報告が中心で、受講者も病院や保健センター所属の医療関

係者(医師・心理療法士等)がほとんどであったが、県警本部や内閣官房関係者(ギャンブ

ル等依存症対策推進チーム)の方もいた。ギャンブル依存症に関する医療的側面の研究は、

進んでいることが実感できたが、ギャンブル依存の元凶といわれるパチンコ・パチスロに

関する社会学的認識は低かったように感じる。

現在のパチンコにおいては、警察庁が広告・宣伝等の煽り表現の取り締まりや出玉制限

を行い、射幸性を規制している。それに合わせるかのように、1997 年に 17,773 件であっ
たパチンコホールが 2016 年では 10,986 件に減少しているとする報道は多いが、遊戯台数
は 1997 年に 476 万台、2016 年に 452 万台(警察庁発表)で大きな減少はない。実際は、店
舗の大型化が進んだだけである。現在のパチンコ遊戯台は日々変化しており、ニアミス効

果を狙った煽り演出を盛んに使用している。また、プッシュボタンやハンドルレバーを付

けて、遊戯者自らが大当たりを制御しているかのように思わせ、制御妄想を増大させてい

る。出玉が制限されても、遊戯台そのものがパチンコ依存を増加させる方向に進んでいる。

電子ゲーム機の依存が問題化されている(Yücel M, et al 2017)。京楽産業(パチンコメーカ
ー)が行っている「ぱちんこツアー」に参加してみると、出玉による射幸性ばかりでなく、

演出(ゲーム性)が要因でパチンコに入り込んでいる遊戯者も多い(早野 2018)。出玉によ
る射幸性だけでは、現在のパチンコ・パチスロ依存を理解することはできない。ギャンブ
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ル依存対策には医療関係者や法律家だけでなく、パチンコ業界全体が依存症対策を講じる

必要がある。また、行政が行う規制についても医学・心理学・社会学的根拠に基づいて行

う必要がある。

【注】

１．本稿で用いた表は、すべて研修において講師が提示したものである。

２．The Gambling Act of 2005(2005年賭博法)とは、すべての賭博(国営宝くじと Spread
bettingを除く）を統制する法律で、許可を与える権限を持つ賭博委員会の設置し、イン
ターネット等を通じた「遠隔賭博」などの規制も行っているが、全体的に賭博の規制緩

和に繋がった。岡久(2006)では、「この背景には、賭博に対する社会の態度が変化し、
これを嗜む人口が増加していること、賭博業界が産業として無視できない存在になった

こと、そして国際的な賭博企業が政府に圧力をかけてきたことなどがあると指摘されて

いる」と記述している。
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【資料】

【付記】 本稿は、第２回ギャンブル依存研修に参加した筆者の立場からまとめたものである。


